
御宿町宅地開発事業等指導要綱 

平成 16 年 10 月１日 

告示第 61 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、御宿町における宅地開発に関し必要な事項を定め、無秩序な宅地開

発による環境破壊を防止し、開発区域及び周辺地域における災害の防止と公共施設の整

備を図り、もって健全な生活環境の保全と秩序あるまちづくりを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 宅地開発 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う

一団の土地の区画形質の変更をいう。 

(２) 開発区域 宅地開発を行う地域をいう。 

(３) 事業者 宅地開発事業の施行主体をいう。 

(４) 工事施工者 工事の請負人又は請負によらないで自ら工事を施工する者をいう。 

(５) 建築物 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条に定めるものをいう。 

(６) 中高層建築物 建築基準法第２条に定めるもので地上４階以上のものをいう。 

(７) 特定工作物 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第４条第 11 項に定めるもの

をいう。 

(８) 公共施設 都市計画法第４条第 14 項に定めるものをいう。 

（適用対象） 

第３条 この要綱は、次に掲げる事業について適用する。 

(１) 開発区域の面積が 1,000 平方メートル以上の宅地開発事業 

(２) 中高層建築物の建築事業 

(３) その他町長が必要と認めた事業 

２ 単一又は複数の区画で構成される一団の土地について、同一の事業者又は複数の事業

者が、１年以内に前項各号に規定する宅地開発事業を行う場合は、全体を一つの事業と

みなし、この要綱を適用する。 

(事前協議） 

第４条 事業者は、第３条に規定する宅地開発事業等を行おうとする場合は、宅地開発事

業等事前協議申出書（別記第１号様式）に別表第１に掲げる図書を添付のうえ、あらか

じめ町長と協議するものとする。 

２ 町長は、前項に基づき協議した事項について、協議の整ったものについては、宅地開

発事業等同意書（別記第２号様式）を交付するものとする。 

３ 事業者は、前項の規定による通知書を受けた後に当該事業を変更する場合は、新たに

宅地開発事業等変更協議申出書（別記第３号様式）により協議するものとする。ただし、

町長が軽微な変更と認めたときはこの限りではない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、宅地開発事業等により開発区域周辺に影響を及ぼす恐れのあるときは、

事前に関係地域住民の書面による同意を得るものとする。 



２ 事業者は、排水計画に関し、河川・水路等を利用するときは、事前に利害関係を有す

る関係団体の書面による同意を得るものとする。 

３ 事業者は、前各項の同意に係る事項を変更するときは、再度関係者の了承を得るもの

とする。 

４ 事業者は宅地開発事業等に起因する災害及び被害が発生した場合は、補償及び原状回

復等の措置を講ずるものとする。 

（事業計画） 

第６条 事業者は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）及び都市計画法施行令その他の

関係法令に定めるもののほか、別表第２に定める整備基準に適合するようにその事業計

画を定めなければならない。 

（環境保全） 

第７条 中高層建築物を建築する場合、生活環境の変更に伴う影響について町と協議する

と共に、施設規模等につき事前に付近住民の了承を得るように努めるものとする。 

２ 維持管理について必要な事項は関係者と書面により取決めるものとし、また、施設規

模等に応じ充分な駐車施設を確保しなければならない。 

（工事の開始） 

第８条 事業者は、この要綱に基づく同意のほか、法令等に定める許可等があった後でな

ければ工事を開始してはならない。 

（防災） 

第９条 事業者は宅地開発事業等の施行にあたり、次に掲げる事項を措置し、工事中の災

害及び公害の発生防止に努めなければならない。 

２ 開発区域及びその周辺に、排水、出水、土砂崩れ等の被害を及ぼさないよう適切な措

置を講ずるものとする。 

３ 環境基本法（平成５年法律第 91 号）及び御宿町水源水質保全条例を遵守すると共に、

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭等の公害防止のための適切な措置を

講ずるものとする。 

４ 大量の土砂の運搬を伴う開発事業等にあっては、住民の日常生活及び公共施設等に支

障を及ぼさないよう必要な措置を講ずるものとする。 

５ 工事中に事故等が発生した場合は、直ちに事故の詳細並びに処理等について町に報告

するとともに、再発の防止に努めるものとする。 

６ 工事を中止又は廃止しようとするときは、すでに施工された工事に起因する災害防止

の措置を講じ、周辺の土地利用に支障の無いように適切な措置をするとともに、宅地開

発事業等廃止（中止）届（別記第４号様式）を町長に提出するものとする。 

（立ち入り調査） 

第 10 条 町長は当該宅地開発事業等の施行に際し、担当職員を開発区域に立ち入らせ、工

事の状況を調査させるとともに、事業者に対し必要な限度において報告若しくは資料の

提出を求め、又指導若しくは勧告することが出来る。 

（工事完了届の提出） 

第 11 条 事業者は当該宅地開発事業等が完了したときは、速やかに工事完了届（別記第５

号様式）を町長に提出しなければならない。 



（完了検査及び検査済証） 

第 12 条 町長は前条の工事完了届けを受理した時は、速やかに工事完了検査を行い当該工

事がこの要綱に適合すると認めた場合は、宅地開発事業等に関する検査済証（別記第６

号様式）を事業者に交付するものとする。 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めのない事項については、町長と事業者が協議して定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 16 年10 月１日から施行する。 

（御宿町宅地開発等に関する指導要綱の廃止） 

２ 御宿町宅地開発等に関する指導要綱（昭和 48 年７月１日制定）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の際、すでに事前協議の終了したもの、事前協議中のもの又は、すで

に着手しているものについては、なお、従前の例による。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 1号（第４条第１項） 

 

事 前 協 議 申 出 書 添 付 図 書 

番号 図 書 の 種 類 事           項 摘     要 

 

１ 

 

 

設 計 説 明 書 

土地の現況、土地利用計画及び計画 

 

の概要等 

 

別記 ７ 号様式 

 

２ 

 

権 利 関 係 調 書 

 

開発区域内の土地又は工作物の所有 

 

権者、賃借権者及び抵当権者等を記載 

 

別記 ８ 号様式 

 

３ 

 

 

開発区域位置図 

開発区域の位置並びに開係区域及び 

 

その周辺地域の地形 

 

縮尺 1/10,000 

 

４ 

 

 

公 図 写 

開発区域内及び隣接地の地番を表 

 

示し、区域を明示 

 

縮尺 1／600 以上 

 

５ 

 

 

登 記 簿 謄 本 

開発区域に含まれる土地の登記簿謄 

 

本 

 

 

６ 

 

現 況 図 

 

開発区域及び周辺の土地の状況（土 

 

地の標高及び用途等）が分かるもの 

 

縮尺 1／2,500 以上 

 

 

 

７ 

 

 

 

計 画 平 面 図 

開発区域の境界、切土又は盛土をす

る土地の部分、崖又は擁壁の位置、道

路の位置、形状、幅員及び勾配、排水

施設の位置、種類、材料、形状、内法

寸法、勾配流水方向、吐口の位置及び

放流先の名称宅地の地盤高及び面積、

その他施設の配置及び区画 

 

 

 

縮尺 1／600 以上 

 

８ 

 

 

計 画 断 面 図 

切土又は盛土をする前後の地盤面 

 

並びに道路の構造及び縦横断 

 

縮尺 1／500 以上 

 

９ 

 

 

承諾書及び同意書 

開発事業に関する隣接地所有者の承 

 

諾書利害関係者の同意書等 

 

任意の様式 

１０ 

 

消防水利等の計画 

 

図 

消防水利の種類（貯水槽･消火栓）、 

 

規模及び構造並びに位置等を表示 

 

縮尺 1／500 以上 

 



別表第 2 号様式（第６条) 
 

       整     備     基     準 

区    分  
画    地 

 
 
 

画地は日照を考慮した区画割りとし、画地の地盤高が道路より低く

ならないようにする。なお、戸建住宅に係る一区画の面積は原則とし

て１６５平方メートル以上とする。 

道    路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築基準法施行令（昭和２５年１１月１６日政令第３３８号）第１

４４条の４及び都市計画法施行規則（昭和４４年８月２５日建設省令

第４９号）第２０条、第２４条の規定によるほか、次の定めによるも

のとする。 
 
１ 開発区域内の道路は、原則として通り抜けが出来るとともに、交

通量、日照、防災対策を充分配慮し計画するものとする。 
 
２ 道路幅員は、保護路肩は含まないものとする。ただし、道路側溝

は蓋かけとし道路幅員に含むものとする。 
 
３ 開発区域内の道路幅員は、６メートル以上とする。ただし、小区

間で通行上支障がないと町長が認めた場合は、4メートル以上とす

ることができる。 
 
４ 主要な道路は、開発区域外の 6 メートル以上の道路に接続して 
いなければならない。 

 
５ 道路が屈曲し、又は道路に接して崖、水路等が存するため、交通

上危険のある個所には、防護柵その他適当な防護施設を設けなけれ

ばならない。 
 

消 防 水 利 
 
 
 
 

開発区域又はその周辺地域に、消防水利として利用できる河川水路

、池沼等がない場合においては、開発区域内ごとに消防法(昭和２３

年法律第１８６号)及び消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第 7
号）の規定により、必要な貯水槽及び消火栓を町と協議のうえ設置し

なければならない 
 



排 水 施 設 １１ 排水量の算定には、５年に一回の確立で想定される降雨強度値以

上の降雨強度を用いて算定した計画雨水量並びに生活排水又は事

業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚

水量を有効かつ適切に排水できるものでなければならない。この場

合において、放流先の排水能力によりやむをえないと認められると

きは、開発区域内において一時雨水を貯留する調整池その他適当な

施設を設けることを妨げない。 
 

 ２ 排水施設は、放流先の排水施設等の排水又は利水に支障を及ぼさ

ないように、開発区域外の排水施設又はこう共用水域に接続しなけれ

ばならない。 
 
３ 放流先排水路が未改修で、当該開発事業により滞留を生ずる恐れ

がある場合には、必要な地点まで事業者の負担により改修を行うも

のとする。 

汚 水 処 理 １ し尿処理方式は、原則として合併浄化槽処理とする。 
 
２ 汚水又は土砂の流出により、周辺動植物の生殖に影響を及ぼさな

いよう万全の措置を講ずるものとする。 

ご み 処 理 
 
 

事業者は、町の指示に従い開発区域内にごみ集積所を設置し、維持

管理については事業者又は利用者の責任において行うものとする。 

給 水 施 設 
 
 

給水施設は開発事業に規模、周辺の状況等を考慮すると共に、事前

に別途水道事業管理者と協議するものとする。 

公 益 施 設 
 
 
 
 

宅地開発事業の規模に応じ、公益施設の新設若しくは増設が生じる

時は、町長と協議のうえその費用の一部を負担するものとする。 


